
厚木市地区地域福祉推進委員会交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における福祉活動の活性化を図り、誰もが生き生きと暮らし、

共に支え合う地域社会を築くため、地区市民センター区域ごとに設立された地区地域

福祉推進委員会（以下「地区推進委員会」という。）の活動を支援する社会福祉法人厚

木市社会福祉協議会に対し、厚木市地区地域福祉推進委員会交付金（以下「交付金」

という。）を交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第

５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 交付金の交付対象は、地区推進委員会が地区において実施する事業のうち、次に

掲げる事業に係る経費とする。 

(1) 世代間交流事業 

(2) 子育て支援事業 

(3) 会食・配食事業 

(4) 福祉バザー事業 

(5) ミニデイサービス事業 

(6) 広報事業 

(7) その他地域福祉の増進に寄与するための事業 

（交付金額） 

第３条 交付金の額は、予算の範囲内で市長が決定するものとする。 

（交付金の交付申請） 

第４条 交付金の交付を受けようとする社会福祉法人厚木市社会福祉協議会の代表者（以

下「申請者」という。）は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請

しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

（交付金交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審

査の上、交付する必要があると認めたものについて、交付金額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書に

より、その旨を申請者に通知するものとする。 

３ 交付金の交付は、前項の規定による通知をした後、申請者の請求に基づいて行うもの

とする。 
（交付金の他用途への使用禁止） 

第６条 交付金の交付を受けた者は、交付金を交付対象事業の遂行のためにのみ使用し、

他の用途へ使用してはならない。 

（事業実績の報告） 

第７条 交付金の交付を受けた者は、交付対象事業が完了したときは、その事業の完了の

日から 60 日以内に事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければ



ならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

（交付金の返還） 

第８条 市長は、交付金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受

けたことが判明したときは、交付金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付し

た交付金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

２ 厚木市ねたきり老人ゼロ運動地区推進委員会活動交付金交付要綱は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年５月30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 


